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福祉サービス第三者評価機関認証要綱第１０条第１項第４号に該当する 
社会的養護関係施設第三者評価機関の認証取消について（通知） 

 
 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
 さて、標記の件については、下記のとおり取扱いを定め、該当する社会的養護関係施

設第三者評価機関（以下「社会的養護施設評価機関」という。）の認証を取消すことと

したので通知します。 
   

記 
 
１ 対象となる社会的養護施設評価機関 
  社会的養護関係施設の評価実績がない年度が連続して３年となった社会的養護施

設評価機関とする。 
  ただし、社会的養護施設評価機関としての新規認証年度を除く。 
 
２ 適用年度 
  平成２４年度以降 
 
３ 基準日 
  毎年４月末日 
 
４ 実績の確認方法 
  評価推進機構において、上記３の基準日における評価結果報告書の提出の有無によ

り確認する。 
 
５ 認証取消 
  実績が確認できない社会的養護施設評価機関については、認証要綱第１０条の規定

に基づき、認証取消しを行う。  
（例）平成２４年度に新規認証された社会的養護施設評価機関 

   平成２８年４月末日に平成２５年度から３年連続して社会的養護関係施設の評

価実績を確認できない場合に、平成２８年度の認証を取消す。   
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認証基準 355

ハ 場面観察方式 19 31 45 108～118 382 386

評価機関 1 353 374

標準項目 19 26～27 374

標準調査票 97

評価者 18 20 22～23 38 359 363

374 401

評価手法 18 374 381

評価スケジュール 38

評価結果報告書作成にあたっての注意点 59

評価結果の公表 31 78 369
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留意事項記載シート（場面観察方式） 112

利用者調査 1 19～20 31 45～46 371 374～375

381～382

利用者調査ガイドライン 94～123

利用者調査結果の活用 121

利用者調査とサービス項目を中心とした評価 21～25 341 379～380

利用者へのフィードバック 121

利用者調査項目 389

倫理規程 342 359

出典：P60,61 （３）「とうきょう福祉ナビゲーション（通称：福ナビ）」における、音声ガイドについて
○　東京都ひとり親家庭等在宅就労支援プログラム/東京都福祉保健局少子社会対策部育成支援課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  共催　NPO法人日本ITイノベーション協会
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